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４－２ ヒヤリハット・アレルギー事故を予防するための主な留意点 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校におけるアレルギー対応のながれ 

面談

•コンタミネーション（混入）する可能性について説明するとともに、除去の程度
を確認する。

•学校給食の対応が困難な場合、弁当対応を依頼する。

献立作成

•食品（加工食品を含む）の原材料に、アレルゲンとなる原因物質が含まれていな
いか、複数の教職員で確認する。

献立表

決定後

•使用する食品（原材料を含む）が分かる詳細な献立表を作成し、保護者、管理職、
学級担任（学年主任）、養護教諭、栄養教諭（学校栄養職員）等に配付し、内容
を確認する。

•調理指示書にアレルギー対応について明記する。

調理前

•アレルゲンとなる原因物質の混入に配慮した作業工程表、作業動線図を作成する。

•アレルゲンとなる原因物質の混入を予防するため、調理指示書、作業工程表、作
業動線図をもとに、栄養教諭（学校栄養職員）、調理員等で綿密な打合せを行う。

調理中

•調理指示書、作業工程表、作業動線図を確認しながら調理する。

•調理が完了した対応食には蓋をし、他の食材が混入しないようにする。

配膳中

•専用の食器であることを確認し配膳する。

•トレーに名札を付けたり、ラベルで色分けしたりする等工夫して確実に配膳する。

•学級担任（可能な限り複数の教職員）が、配膳された給食を再度点検し、確実に
配膳できているか確認する（※１）。

給食中

•おかわりの際は、必ず学級担任（同じ教室で給食を食べている教職員）に申し出
るよう、本人に指導する。

※１共同調理場の受配校においては、担当者を定めて、給食を受け取るなど、十分配慮すること。 
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◆ その他の留意点 

 ・学校給食では、給食当番や学級の児童生徒の理解と協力が必要不可欠です。アレルギー

を有する児童生徒に対する誤解やいじめが生じないように十分配慮するようにしましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 学校給食での対応レベルと作業整備・留意点については、『「学校のアレルギー 

疾患に対する取り組みガイドライン」《令和元年度改訂》公財）日本学校保健 

会』の P42～４４に掲載されていますので、必ず確認したうえで、対応するよ 

うにしましょう。                                                   
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 以下に調理場別の対応のながれを掲載しますので、本指針「学校におけるアレルギー対応 

のながれ P24」ならびに「学校給食における食物アレルギー対応指針（平成２７年３月 文 

部科学省）」を参照するようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引用「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン《令和元年度改訂》」公財）日本学校保健会） 

調理場におけるアレルギー対応のながれ 


